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第二回新しい社会づくりを提案する市民フォーラム 

2012 年４月 28 日                                           

Ｎ）ワーカーズ・コレクティブ協会 

                              事務局長 岡田百合子      

 

        ワーカーズ・コレクティブと若者就労支援 

～困難を抱える若者の就労支援事業から見えた課題 

                

 

はじめに 

 

 神奈川におけるワーカーズ・コレクティブについて 

  １９８２年第１号のワーカーズ・コレクティブが横浜市に誕生。（生協店舗委託・請負

業務）１９８９年に神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会が発足、以後連合会がワ

ーカーズ・コレクティブの立ち上げや経営支援、共育・研修、などを担う。現在、180

団体が加入。（業種は高齢者福祉、保育関連、食関連、配送、生協店舗、リサイクルシ

ョップ、編集、pc、会計など） 

 

ワーカーズ・コレクティブ協会の活動 

  大きくなった神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会の役割と機能を分け、更なるワ

ーカーズ・コレクティブ運動の発信や非営利・協同によるネットワークを広げ、地域

の社会的な課題解決をめざして、ワーカーズ・コレクティブ協会が発足した。（2004

年） 

 

１．若者を対象とした実習や就労の展開  

（１）２００４年以前には、地域のワーカーズ・コレクティブがそれぞれに障害者など 

実習や就労を進めていた。 

 

  協会が障害者就労の全体把握のためにアンケート調査を実施したところ、主に知的障

害者の体験実習や短時間ワークの就労の協力をしていた団体が 2005 年までに 27 団体

あり 54 人が就労していた。それぞれのワーカーズ・コレクティブで依頼があれば話し

合った対応していたのである。対象者は障害が明確になっていた方（手帳取得）以外

に不明な方が 31 人であった。その内訳は、手帳を持っていないけれど働き場にめぐり

逢えない、病気をしていたのでリハビリとして短期間働いた、不登校の高校生の居場

所として荷捌きを手伝ってもらった、川崎市の石鹸工場の作業所メンバーなどであっ

た。 

 

（２）「よこはま若者サポートステーション」の若者との出会い（2006 年～） 

  無業・失業中の若者達に、短時間から自分の体力にあった体験実習の場を探していた 

「よこはま若者サポートステーション」がら実習依頼があり、協会がワーカーズ・コレ 

クティブにコーディネートする形で実習事業がスタートした。 

彼らに必要なことは 

①自己肯定感の獲得 

②働ける自信の獲得 

③働くスキルの獲得  

であった。社会経験の少ない若者達のワーカーズ・コレクティブでの体験実習は、自

分の要望に沿った実習先であり、できる範囲での作業を用意してくれること、無理を

しないで良い、ありのままを認めてくれるなどから、若者達に自信を回復させ、意欲
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を高めるなど①②に対して予想以上の成果を生んだ。協会が若者と事業者の間に入っ

てコーディネートすることで、事業者には事前説明を行い、質問や相談を受けるなど

安心して実習を準備してもらう役割を果たしていることも大きい。 

 

（３）これらの実績により、横浜市青少年相談センターから１０代から２０代前半のひき

こもりからやっと社会へ出てきた若者達の社会体験事業の受託に繋がった。（2008 年

～） 

  不登校により長く引きこもり家から出てこれなかった 10 代から 20 代の若者が、就労

以前の社会とふれあうことを目的とした社会体験事業を受託、年間 2 人～5 人をコーデ

ィネートしている。 

  

（４）2010 年、中央ろうきんの助成金で「社会経験の少ない若者の社会体験実習事業」を

実施、13 人の若者が参加した。 

この事業は、事前説明と実習先の現場見学などをセットにした内容で、初めての若

者の不安を取り除き、緊張を和らげるように見学などを用意した。働くことに関心

を持つなど成果も見られたが、残念ながら単年の助成金で終了となった。 

 

（５）同年、横浜市こども青少年局より「困難を抱える若者就業定着支援事業」を受託、

2011 年までの 2 年間の事業であった。 

    

   この間の実習コーディネートでは、*若者が抱える困難はスタート時より重たくなっ

てきたこともあり、短期実習では見極めできない若者が増えていた。 

  *対人関係上の問題・孤立、引きこもり経験、精神疾患・障害、受験・就活のつまず 

き、発達障害の方が大半を占める。彼らは、緊張や不安が強く集団の中で働くこと 

は難しく、コミュニケーションが上手に取れなくて「障害」とまでは言えないが一 

般就労が困難。（よこはま若者サポートステーション 資料より 2011.8） 

 

   この実習の特徴は、短期では若者の不安を取り除き自信回復をめざし、少しでも意

欲が高まったら長く続けることができる有償の長期実習がセットにあること。最終

的には実習を通して緊張が無くなり実習先での対人関係に自信を回復し、これまで

の実習どおりの働き方で短時間ワークの就労へ向かえることをめざすもの。 

   「よこはま若者サポートステーション」からの紹介が大半であり、」「湘南・横浜サ

ポートステーション」「横浜パーソナル・サポート・サービス」からの紹介も 2 年目

から増えてきた。一般からの相談も年に 5．6 件あった。 

 

（６）2011 年 12 月、横浜市保土ヶ谷区の生活保護課と生活保護世帯の子供たちを対象と

した社会体験事業を受託、スタートした。3 人が参加し年度を超えたがそのまま 2 人

が実習を継続している。家族で働いた人がいない為に、就労への意欲もない 10 代か

ら 20 代前半の若者が対象で、生活のリズムをつくる、家庭以外の社会との接点をつ

くる、就労への意欲を持つ・・・などを目標とした。2012 年度も継続の事業の予定

である。 

 

以上、協会の就労支援・社会参加推進事業の展開に伴い、現在の神奈川のワーカーズ・

コレクティブは、知的障害者中心の働き場の提供から精神障害者、発達障害者を含む困

難を抱える若者達、生活保護世帯の子供たち、施設で暮らしている高校生などより経済

的に困窮している若者たちの実習協力へと広がっている。 
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２．これまでの就労・社会参加支援の実績から             一覧表別紙 

 ・現在、若者を対象とした実習や就労の協力団体者は 76 事業所となった。若者の実習人

数は 175 人、就労は 30 人である。 

実習は週に 2 回、1 日 3 時間からが大半。慣れてきて回数や時間を延長するケースが多

い。緊張が強く、慣れるまでに時間がかかる事を自覚している若者は、短時間からの

実習を希望、気付かなった部分を発見し、出来る事を増やして自信をつけていく。 

                    （実習した若者のアンケートから）   

 

 ・就労するまでには半年から 1 年かかる若者も多い。事業者側にとっては、長期のスパ

ンで支援する余裕が無い。事業者には謝金が若者には奨励金がつく長期の有償訓練が

あると就労の可能性は広がる。（実習先以外での就労も見えてくる） 

  困難を抱える若者の就業定着支援事業で長期に参加した若者のうち 4 人が、就労迄に 

は更なる実習が必要とのことで、半年の有償訓練の延長を自主事業として実施。4 人の

うち 2 人が就労、1 人が資格取得の訓練へ、1 人が他の支援機関への紹介となった。 

 

３．ワーカーズ・コレクティブに就労した人達のヒアリングから       資料別紙 

・就労しても、当面は実習と同程度の時間と回数から始めて徐々に増やしていく傾向あ

り。 

 ・精神が不安定で休みがちな若者は、短時間ワークの対応で継続が可能となっている。 

 ・背中を押してあげれば前へ進める若者は、自信がつくと能力を発揮したくさん働いて

いる。 

 ・生活保護をうけているシングルマザーの女性は子育てをしながら、時間調整して働い

ている。 

 ・委託事業があるワーカーズ・コレクティブは、仕事も安定していて社会保険加入、報

酬は高め。仕事が安定して用意できれば若者の働き場として有効である。  

   

４．若者就労の推進にむけて 

 ・実習・訓練、実習先が多種多様にあること 

  期間、時間が柔軟に対応できることで、ゆっくりとステップを踏める、 

多様な業種があり自分の適性を見つけることが可能 

 ・長期の実習には事業者にはジョブコーチ代としての謝金を、当事者には奨励金もしく

は、生活資金の一部の支給を。 

 ・短時間ワークからの就労にもトライアル雇用制度、ジョブカード制度などの活用を。  

 ・一般就労へ時間をかければ可能な若者と、一般就労をめざすと精神的にも不安定にな

る若者たちの居場所と福祉的就労ではない働き場が地域に必要。それには、当事者や

協力事業者への支援がなくては実現困難。        (事業者アンケートより) 

 ・事業の継続は、事業所の努力は当然だが、不安定では若者就労が広がらない。 

  安定した事業体にするための恒常的な支援が必要。優先的な委託や受注、一定期間の

社会保険料の免除など、出口となる事業所の拡大が重要。（社会的事業所、ＮＰＯ、協

同組合など） 

    

５．この間の活動で見えた課題 

・多様な働き方、共に働く活動を目標にしているワーカーズ・コレクティブの中間支援

組織としての協会の活動・事業の継続は、会費事業だけでは限界。 

・委託事業は期限つきなので継続性が担保できない 

  ニーズがあっても、実績があっても事業の継続保障はなし。 

  課題が見えても事業の終了で解決ができない 
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  横浜市の委託事業はプロポーザル型で一般公募があって応募した。経費の取り方など 

自分たち流での提案なので、低め設定である。報告書類の提出が多く事務作業に時間

を取られ、この事業のための研修する費用も時間も取れなかった。 

保土ヶ谷区の事業受託は単独随意契約。随意契約には、反対意見が多いとのこと。 

  いずれにしてこの事業もいつまで続くかわからない。費用も予算が少なくなり人件費 

がつかない。コーディネートにかかる費用や維持費にかかる費用は取れない。 

 ・実績をあげても委託した団体からの評価がわからないために、充実感が無い。 

  保土ヶ谷区とは打合せを頻繁にしているので、内容の良い事業展開が可能となってい

る。 

 ・若者支援のサービスは増えてきたが、出口支援は少ない。 

出口となる働き場の拡大や事業者への支援は非正規な働き方には用意されていない。

正規雇用で働く一般就労では多様な事業者支援があるが、短時間ワークの働き方は手

帳を持たない若者にはほとんどない。 
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協会における若者を対象とした実習事業  
                             2012.3.31 現在 

 

事 業 名 

 

 

期  間 

 

内    容 

 

備  考 

 

無業・失業中の若者の体

験実習 

(よこはま若者サポート

ステーション) 

 

対象：15 歳～34 歳 

 

 

 

2006 年～2009 年 

 

 

1 回 3 時間～合計 10 回の実習 

実習先 

保育・調理・デイ・事務・配送・店舗・ 

ショップ・パン製造 

 

 

参加者 63 人 

就労 17 人 

 

 

横浜市青少年相談セン

ターによる就労体験プ

ログラム事業 

 

対象：10 代～20 代前半 

 

 

 

2008 年～ 

 

 

１回 2 時間、週 1 回～２回、 

３か月間 24 回まで 

実習先 

リサイクルショップ 

 

 

参加者 12 人 

 

 

 

 

 

困難を抱える若者の就

業定着支援事業 

（横浜市委託事業） 

 

 

対象：15 歳～39 歳 

 

 

 

 

2010 年～2011 年 

 

 

 

短期 １日３時間～１０回 

長期 １日４時間～４０回 

実習先 

店舗・保育・調理・デイサービス、配送・

会計・リサイクルショップ、他 

 

 

参加者 84 人 

短期 84 人 

長期 45 人 

就労 11 人 

学校・訓練 6 

有償ボランテ

ィア １ 

 

 

若者の社会体験プログ

ラム（中央ろうきん助

成） 

 

対象：10 代～20 代 

 

 

2010 年 

 

 

1 日 3 時間～ 6 回現場見学セット 

実習先 

保育・事務・店舗・配送 

 

 

参加者 13 人 

就労 2 人 

 

 

横浜市保土ヶ谷区 

社会体験プログラム 

 

対象：10 代～20 代 

 

 

2011 年 

 

 

長期の社会体験 1 日 2 時間～36 回迄 

実習先 

配送・調理・店舗 

 

 

参加者 3 人 

 

 

実習生合計 175 人 

就労人数  30 人 
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○2007年 4月から 2008年 8月までにワーカーズ･コレクティブで体験実習を経験した若者

にアンケートを行い、25 人中 20 人から回答を得た。（20 人中 13 人が就労） 
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事業者への支援

助成金
57%税制優遇

19%

仕事の受
注拡大

19%

その他
5%

当事者への支援

金銭面
の支援

45%

生活面
のフォ
ロー
33%

資格取
得支援

11%

その他
11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○協力事業者アンケートより 

41団体 2011年 2月実施 
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協会のコーディネートによる若者の就労実態 （２０１２年度４月現在） 

 

団体名 人数 働き方 業務内容 収入 就労年数 待遇 その他 

配送ワーカーズ・コレクティブ ① 

 

企業組合 

3 人 

151ｈ/月 

156ｈ/月 

24ｈ/月 

戸別配送 

  〃 

配送バクヤード(※) 

25 万円～/月 

27 万円～/月 

1.9 万円～/月 

5 年 

2 年 

5 年 

Ｗ．Ｃｏメンバー 

（社会保険加入・労

災保険加入） 

※腰を痛めて3カ

月休んだ後現在復

帰 

配送ワーカーズ・コレクティブ ② 

企業組合 
2 人 

週３回 

週 1 回 

牛乳配達・夜間パン配送 

ＷＥ21 ファイバー配送 

12 万円～/月 

2.3 万円～/月 

2 年 8 カ月 

6 カ月 

Ｗ．Ｃｏメンバー 

労災保険加入 
 
出来ることから開始 

仕出し弁当ワーカーズ・コレクティ 

ブ 企業組合        ① 
2 人 

週 2 回（５ｈ～） 

週3回（4.5ｈ～） 

調理・パソコン作業 

調理・調理指導 

3.5 万円～/月 

4.5 万円～/月 

5 年 

4 年 

アルバイト 

労災保険加入 
体調が不安定 

仕出し弁当ワーカーズ・コレクティ

ブ 企業組合        ② 
１人 

週２回（7ｈ/日） 
 

調理全般 

（運転以外すべて） 

５万円～/月 

時給 836 円 

1 年半 

2010 年 10 月～ 

アルバイト 

労災保険加入 

Ｗ．Ｃｏメンバー

になる予定 

仕出し弁当ワーカーズ・コレクティ

ブ 企業組合        ③ 
1 人 週 3 回（4ｈ/日） お弁当作り・洗い物 

4 万円～/月 

時給 836 円 

1 カ月 

2012 年 4 月～ 

アルバイト 

労災保険加入 

1 年かけて就労

に 

配食ワーカーズ・コレクティブ  1 人 
週 2～3 回 

（5ｈ/日） 
調理・お弁当作り 謝金 2 年 

有償ボランティア 
ボランティア保険加入 

 

（Ｎ）コミュニティキッチンぽらん 2 人 
週 3 回（4ｈ/日） 

週 3 回（5.5ｈ/ 

調理・お弁当作り 

    〃 

4 万円～/月 

5 万円～/月 

時給 836 円 

1 カ月 

3 年 

アルバイト 

労災保険加入 

他のワーカーズ・

コレクティブで実

習後就労 

（Ｎ）デイサービス        2 人 
週 3 回～4.5ｈ 

週 1 回４.5ｈ 
デイサービススタッフ 

4 万円～/月 

1.6 万円～/月 

3 年 

1 カ月 

Ｗ．Ｃｏメンバー 

労災保険加入 

 

1 年半かけて就労 

（Ｎ）家事介護ワーカーズ・コレク

ティブ 
1 人 

週 2 回 

１０ｈ～/ｗ 
デイサービススタッフ 

3 万円～/月 

時給 840 円 
1 カ月 アルバイト 

トイレ介助はで

きない 

（Ｎ）家事介護ワーカーズ・コレク

ティブ 高齢者有料賃貸住宅

内での食事づくり 

1 人 週 4 回（7ｈ/日） 調理スタッフ 
10 万円～/月 

時給 800 円～ 
10 カ月 

Ｗ．Ｃｏメンバー 

労災・雇用保険加入 

他のワーカーズ・コ

レクティブで実習・

就労経て 3 カ所目 

（Ｎ）保育サービス 

2 人 

 

 

40ｈ/月 

 

週 4 回 

４ｈ～５ｈ/日 

学童指導員 

 

保育補助（※） 

20万円/月(固定給) 

 

6 万円～/月 

2 年半（最近 1 年は

職員として雇用） 

9 が月 

アルバイトから職員

（社会保険加入） 

アルバイト 

労災保険加入 

※2 人の子育てを

しながら就労。子

どもの数によって

働く時間を調整 

 



 

新しい社会づくりフォーラム 

 ふるさとの会 佐久間裕章       







支援事業の展開 ①サポートセンター 

「居場所」「訪問」「泊まり」の資源をつくり地域の〈互助〉で支える 

→24時間365日の「面」的支援 

 利用者の紹介 路上相談、福祉事務所・地域包括・病院その他 

 カンファレンス ADLの自立度・疾病等の評価、訪問と相関図作 

                成、トータルプラン（支援計画）作成 

 コーディネート 社会サービス（医療・看護・介護・福祉など）及び 

                居住（独居・家賃保証や共同居住・自立援助ホー  

                ム）支援など社会資源の紹介 

 継続的・伴走的支援 ADLの低下など個々人のニーズの変化  

               に対応し、地域生活が継続するよう伴走的支援を 

               行う 







    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     





 支援事業の展開 ②独居支援 
（公営住宅・アパートや簡易宿泊所で独り暮らしを継続） 



アパート保証  

株式会社ふるさと  賃貸借保証事業 
 
◇事業内容 ： 賃料滞納と原状回復費用の保証を行う 
 
コンセプト   
ＮＰＯ法人 ふるさとの会地域生活支援センターと連携、生活サポートが必要な方でア
パート生活が継続できるようトラブルの早期発見、対応を行う。 
 
 
不動産屋取引実績 
都内16区、他県1市  計112店舗 
 
保証契約実績 
１）生活保護受給      457件 
２）非生活保護         28件 

              計485名 （Ｈ24.3月現在） 

※同業他社と比較しても不動産屋に好評 
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宿泊所・自立援助ホーム 
24時間365日 

既存住宅ストックを活用した 
共同居住 

 支援事業の展開 ③共同居住 



自立援助ホーム・宿泊所 利用者の前居所 

2005年 2011年 

※それぞれ5月現在 



 



支援付き住宅 

独居（アパート・都営住宅） 共同居住 

日常生活支援 
 ・安心/安定した人間関係 
 ・生活が生活として成り立つ 

安否確認・訪問相談 
日中の居場所の提供 

24時間の日常生活支援 

（食事・排泄・睡眠・清潔・
活動） 

居住支援 家賃保証 
アパート転宅支援 

自立援助ホーム 
宿泊所 

安心生活の土台づくり（家族的機能） 
非専門職による支援 

地域にある既存の専門機関（専門職）によるサービス 
 

＊在宅医療（病院・クリニック・薬局）・居宅介護・法律相談等の専門機関 
＊地域包括支援センター・福祉事務所・保健所・社会福祉協議会・消防署・ 
警察署等の公的機関 



単身困窮者支援の医療連携課題 

急性期 回復期 

      
１．居所の維持・確保（居住のコーディネートと保証人） 
２．回復期・在宅生活を可能にする生活支援 
３．在宅の医療・介護サービスの調整（地域包括やケアマネにつなぐ） 

在宅 
SC 

入
院 

退
院 



①食事 

②排泄 

③睡眠 

④清潔 

⑤活動 

  など 

家族のような 
「よりそい支援」 

機能障害を生活障害にしない 

安心生活の実現 

コーディネート 
（医療保健介護など） 

地域在宅を支える生活支援 



頻度の高い日常生活支援 
（30%以上の人に求められている支援） 

支援内容 

困った時，寂しい時の相談 

病気になったとき相談，受診予約，通院同伴  

制度利用についての相談，手続きの支援 

食事の準備 

居住環境の保持（掃除，ゴミ出し，室温・換気） 

日常的な金銭管理 

服薬管理 

情緒的，情報的，手段的ソーシャル・サポートを， 

統合的・連続的に提供すること＝家族的支援 



所属一覧 
【在宅診療・看護・介護・薬局等】 
 かとう医院（事務長）、浅草病院（医師、看護師、MSW）、 亀戸中央通りクリニック（コーディネーター）、塩川内科（院長）、川崎メン
タルクリニック（院長、PSW）、入谷歯科（部長）、スズキ鍼灸整骨院（院長）、コスモ薬局（代表取締役）、げんきケアサービス（代表取
締役、相談員）、アイ・サポート（代表取締役）、あさくさ地域包括センター（介護係長代行）、マルコ食品（管理責任者）、ヘルパース
テーションふるさと（ケアマネージャー） 
【病院・診療所】 
 信愛病院（MSW）、賛育会病院（MSW）、国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター（患者支援調整官）、浅草寺病院
（MSW、看護師）、椿診療所・永寿綜合病院（医師）、社会保険中央病院（看護師） 
【行政・福祉事務所】 
 東京都保護課（指導担当係長）、城北労働福祉センター（管理係長）、新宿区福祉事務所（相談係長、生活福祉第一係長）、東京
ソーシャルワーク（代表）、墨田区福祉事務所（CW）、日本堤消防署（救急係長） 
【山谷地域NPO】 
 訪問看護ステーションコスモス（理事長、看護師、ケアマネージャー）、友愛会（理事長、主任）、山友会（代表理事、相談員）、ふる
さとの会（代表理事） 
【大学・研究機関】 
 国立社会保障・人口問題研究所（室長）、国立精神・神経センター精神保健研究所（精神保健計画部長）、東京女子医大看護学部
（准教授） 

地域ケア連携をすすめる会 
        運営委員長 浅草病院医師 本田徹 
     副委員長 三井記念病院相談員 尾方欣也 
            ふるさとの会理事    滝脇憲 
     事務局   友愛会理事長     吐師秀典 
            山友荘責任者     油井和徳  

支援事業の展開 社会サービス・社会資源のネットワーク化 



就労支援ホーム      （ケア付き就労支援） 
２丁目ハウス 
（台東区 男性１１名） 

なずな 
（墨田区 男性５名） 

はるかぜ 
（墨田区 女性・母子6世帯） 

  京島ハウス※都緊急就労・居住支援事業 
（墨田区１１名 荒川区４名 台東区3名 男性） 

上池ハウス 
（豊島区 男性２６名） 

向島5丁目ハウス 
（墨田区男性12名） 

支援事業の展開 ④稼働層への就労支援 



家族的 

よりそい 

仕事 

づくり 

仲間 

づくり 

就労阻害要因を抱えた若年困窮者への支援 



“居場所づくり、なかまづくり” 「荒川区地域生活支援プログラム事業」  

③就労支援 
（雇用創出・ケア付き就労） 

④就労自立 
（定着支援） 

②社会参加 
（意欲喚起） 

 
 

①個別訪問 
（安心生活） 

◇「講習会で行った三味線工
房では実際に工房風景から、
演奏まで見せてもらえて元気
をもらいました」 
講習会参加：50代（男性） 

◇「普段は人と会話をするこ
とも少ないが、ふるさと町屋

荘で働きだして、人と会話
する機会が増え、自分の
病気と向き合っていく為
の、気持ちに余裕ができ
た」  

施設勤務：30代（男性） 

◇「ヘルパー資格取得を目指
していたが、どう動けばいい
のかわからなかった。町屋荘

で働き、ヘルパーさんの仕
事の様子をみることがで
き、ヘルパー資格取得へ
の意欲が高まった。頑張っ
て目指していきたい」                
  施設勤務：50代（男性） 

対象者 47名中 

15 名が就労中  

みんなで介
護を学び、 

屋上庭園で落
語を楽しみ、 

居場所＝職場 

居場所＝なかま 

居場所＝学びの場 

居場所＝楽しむ場 

花見で寿司
をふるまい、 

様々な「居場所」を通じた伴走型
の就労支援・互助づくりの支援 

参加者の声 

関係性の構築 

居場所＝支援の現場 

テントにおにぎ
りを配ったり、 

高齢者住宅で 
ともに働く！ 
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「ケア付き就労」 117名を雇用（2012年2月現在） 





 



 



Ⅰ　制度理解 Ⅱ　対象者理解 Ⅲ　コーディネート Ⅳ　生活支援
生活保護 高齢者に多い疾患 カンファレンス 介護基礎知識①外出移動
ホームレス自立支援法 糖尿病/高血圧 アセスメントの方法 介護基礎知識②食事
介護保険 脳血管疾患/高次機能障害 ケアとアート 介護基礎知識③排泄
障害者自立支援 知的障害/発達障害 社会サービス機関との連携 介護基礎知識④保清・着替え
就労支援 認知症 感染症対策
更生保護 アディクション 金銭管理
多重債務 統合失調症 喫煙対応・防災
権利擁護 気分障害/不安障害/PTSD 応急処置・救急搬送
個人情報保護・守秘義務 育ちの支援/人格障害 体調不良時の対応・計測

摂食障害/解離性障害 医療的ケアの範囲
自殺のリスクと対応 服薬管理
性の理解
緩和ケア
ＨＩＶ/肝炎
結核
虐待/暴力
路上生活
刑事施設出所者

ケア研修 

目的： 
①日常生活支援に必要な幅広い「基礎的知識」の習得 
②緊急時に必要なアセスメントと「初期的対応」ができるようにする 

誰でもが生活支援
を行うことができる 



～日常生活支援の意義～ 
 
 

「互助がなければ、公助も共助もない 

互助がなければ、自助の力も発揮できない」 
 
 
 
 
 

支援事業の展開 ⑥日常生活支援の組織化・互助 



共済会 
（お花見 4月4日） 

綿あめ 

海苔巻 

おでん 



「生活世界」を支援する 



認知症になっても 
 がんになっても 
  障害があっても 
   家族や金がなくても 
    地域で孤立せず 
     最期まで暮らせるように 



 
制度提案 

 
～「施設相当在宅システム」～ 
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支援付き住宅推進会議の提言（案） 

「施設相当在宅システム」 

①地域のサポート拠点に対する資金の交付 
日常生活圏域の中で生活困窮者や生活保護受給者を包括的に支援するシステムを「施設」の
一種とみなし、地域のなかで日常生活支援が行えるよう、サポート拠点に資金を交付する制度 

 

②地域の支え合いを活性化する事業の助成 
コミュニティの互助を活性化し、日常生活支援を「有給」で行える体制づくりのための制度 

 

③コミュニティ・ハウジングの建設費・改修費に対する公的
補助 
住宅扶助基準で入居できる賃貸住宅の水準が向上するような、コミュニティ・ハウジングを助成
する制度 

 

④「施設相当在宅システム」の法制化に向けた検討の場
の設定 
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サポート 
センター 

地域包括 
支援センター 

福祉事務所 

地域の互助（日常の支え合い）が基盤になりQOLが向上する 

資源づくり 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 

既存の社会資源 
相 談 

連携 

家賃保証 

独居支援（地域生活支援センター） 例「軽度・認知症・ひとり暮らしパック」 

緊急連絡 
トラブル対応 

防災（備蓄・訓練等） 

訪問 
居場所づくり 
イベント交流 

医療との連携 
コーディネート 

自立援助ホーム 

シェアハウス（互助ハウス） 

共同居住（24時間の日常生活支援） 

都市型軽費老人ホーム 

【住まいの欠如と収入の不足】 【相談・日常生活支援】 【医療・保健】 

生活困窮者を地域で包摂する施設相当在宅システム 
～地域包括の社会資源を作る（「通い」「入所」「訪問」）～ 

就労支援 
人材を雇用に結び付ける 

法外シェルター 

就労支援 
ホーム 

人材育成 
失業者・生活保護受給者
などに生活支援員研修・ヘ
ルパー養成など実施 

ワーク 
ステーション 

生活支援 
 

資源の活用・第3者的評価 



ふるさとの会の取り組みについて 
～生活困窮（高齢）者に対する居住と居場所（就労、社会参加含む）の確保を支援～ 
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「施設相当在宅システム」の効果① 

(1)保護施設と異なり、生活保護を受けていなくても
支援が可能である（非生活保護受給者の支援）。 
 
(2)サポート拠点がコーディネート機能を持つことに
よって、生活保護以外の福祉制度やサービスの利
用が促進される（生活保護制度の他法優先）。 
 
(3) 高齢者の安否確認や生活支援は、職業訓練と
組み合わせてば、若年困窮者等の雇用創出につ
ながる。サポート拠点は働ける人の居場所や就労
を促進する場にもなる（雇用創出）。 
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「施設相当在宅システム」の効果② 

(4)地域包括支援センターの新しい社会資源ができることによ
って、退院支援が円滑になり、医療資源が効率的に利用され
る。 
 
(5)地域交流が活発になることによって、健康増進・介護予防
など自立支援の効果が期待され、介護サービスが効率的に
利用される。 
 
(6) 多様な人々が立ち寄る場所を作り交流が活性化すること
で、孤独死や自殺の予防にも寄与する。 
 
→社会関係資本が豊かになり、生活困窮者を包摂するため
の社会資源やサービスが効率的に運営され、地域の雇用や
消費とともに地域経済が活性化することによって、地域社会
が窮乏から再生に向かうモデルを示すことができる。 
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（産経新聞 2011年１月14日付生活面:ゆうゆうLife「認知症 長期
入院で生活保護も…」） 
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40 

ふるさとの会は 

 生活困窮者の居住と地域生活を 
応援します。 
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